
 

放送大学「生涯学習支援番組」（2023年度第 4回制作）の制作業務仕様書 

 

1. 業務概要 

放送大学学園（以下「学園」という。）のテレビ番組（以下「番組」という。）の構成・演出・収

録・編集等の制作業務を行う。 

本番組は、2023年度以降に放送予定のテレビ生涯学習支援番組である。 

請負事業者は、学園が示す企画方針および計画に基づき、学園プロデューサー等と連絡・協議を

行いつつ連携をとり、番組制作業務を遂行する。 

 

2. 請負期間 

別紙 1のとおり 

 

3. 制作する番組・本数・概算所要経費 

別紙 1～2のとおり 

 

4. 番組制作業務の具体的内容、手順 

1) 放送番組の演出 

・出演講師、学園プロデューサー等と打合せによる内容原案を元に、演出方法及び内容を策 

定、実施 

2) 内容検討・番組進行表の作成 

・番組全体の構成案（項目、配列、時間、配分）策定 

・映像・音声素材等の選定（ビデオ・写真・コメント等） 

・出演者との内容・スケジュールの交渉（講師・ゲスト等） 

・ロケーション先の選定、必要に応じた下見 

3) ロケーション（国内）の実施と編集 

・ロケーション（国内）に必要な要員の手配、機材の準備及びロケーションの実施 

・出演者のヘアメイク及び衣装の手配 

・ロケーション実施後の映像・音声の編集等、ポスプロ業務 

4) 番組の素材資料の収集と作成 

・動画・静止画・図版等の収集および作成。資料の収集にあたっては学園が推奨する素材（A

FP）を優先的に選択する。なお、日本経済新聞社の著作物については使用を控えるこ

と（許諾条件の履行が困難であるため）。 

5) 請負事業者による「放送大学学園著作物利用規程」に基づく権利処理（音楽等一部を除く） 

 処理にあたっては、以下の点に留意のこと。 

・学園が定める承諾書を出演者から受領すること。また、受領した承諾書はコピーを保管の

上、原本は放送部放送管理課へ提出すること。 

・番組出演者にかかる出演料、交通費等は、請負事業者が負担すること。 

・上記 4)の素材資料の放送（マルチ編成含む）等利用に関わる著作権等の調査、確認及び 

権利処理を行い、それに伴う費用は請負事業者が負担すること。 

・放送（衛星、CATV等による同時再放送を含む）・インターネット配信（学園のウェブサイト

上での一般向け公開。ダイジェスト動画においては、YouTube 等外部ウェブサイト上での公

開にも対応のこと）。 

・学習ｾﾝﾀｰ等への DVD配架等の番組の二次利用に関わる著作権等の調査、確認及び権利処理 



・権利処理及び利用した素材（音楽及び上記 3)等に伴う出演者並びに上記 4)含む）等の記録 

報告を学園所定の書式（「著作権処理業務完了報告書」及び「楽曲使用報告書」）にて紙及

び電子媒体で行うこと。 

6) 美術セットの調達と操作 

・大道具・小道具、生花木の調達及び操作 

7) タイトル、テロップ・パターンの制作等 

・タイトル、テロップ・パターンのデザイン及び制作 

・CG・アニメーションの作成及び操作 

番組のダイジェスト動画の開始タイトル及び終了タイトルの表示方法は、別途学園プロデュー 

サー等の指示に従うものとする。 

8) 番組の試写 

・学園プロデューサーによる完成前試写及び指示に応じた修正作業 

9) 放送用台本の作成、印刷 

・放送用台本の作成及び印刷 

10) 音響効果 

・番組に関わる選曲および効果音制作等 

11) スタジオ収録及び収録時の副調整室及びフロアでの指揮 

・スタジオ収録に関わる各種伝票処理 

・出演者・技術スタッフとの収録打合せ 

・ドライ、カメラリハーサル  

・学園プロデューサー等の検査後、ディスク等引渡し 

12) 広報用写真の作成 

・画像例 

・番組タイトル画像 

・各出演者のバストショット画像 

・出演者全員が映っている画像  

・番組イメージの分かるグラフィック画像等 

・画像サイズ1920×1080、画像形式は学園プロデューサーの指示に従う 

・学園ウェブサイトでの掲載・ニュースリリース配信等のネット利用のための著作権処理

を行っているもの 

13) 後処理、手直し等 

・資料の整理 

・伝票の整理 

・番組制作に使用した素材テープ等の入庫整理 

・納品後、番組の手直しについて、請負事業者の責めに帰すべき理由によるものは、請負代

金に含むものとする。 

14) 上記各項目の業務遂行のために必要な打合せ参加 

 

5. 番組制作業務に必要と想定される職種及び人数 

請負事業者は、学園プロデューサーと協議のうえ、当該業務を適切に遂行できるよう各業務内

容に応じ必要な専門知識を有する者を手配するものとする。 

 

  



6. 学園施設・機器等 

1) 収録は学園のテレビスタジオを使用することができる。その場合、収録に係わる業務に必要な

技術要員は、学園で措置する。 

2) 完成素材収録用 XDCAMメディア、スタジオ収録用 XDCAMメディア、番組考査試写用 DVD-R、番

組編成業務用 DVD-Rは必要な数を貸与する。 

3) 請負事業者が手配・調達するものは以下の通り。 

○学園スタジオでの収録時に必要な要員（技術要員を除く）○ロケ（要員および機材）  

○オフライン編集（要員および機材）○音響効果（要員および機材）○スタジオ大道具・小道

具、道具操作 

○メイク ○衣装(スタイリスト)  

4) 上記に含まれないものについては双方で協議して決定する。 

 

7. 記録媒体等 

 学園が使用する記録媒体は XDCAMメディアであり、記録媒体の学園外への持ち出し及び学園への 

 持ち込みについては、全て XDCAMメディアで対応すること。 

 

8. 学園への納入物品の取扱い 

    次の完成物を番組の種別ごとに記載された数量を履行期限までに①～④を制作部へ、⑤～⑨を

放送部放送管理課へ納入し、学園職員による検査を受ける。なお、納入物品は学園技術フォーマ

ット（別添の「テレビ制作技術基準」を参照）に準拠すること。 

 

 生涯学習支援番組 

（1 番組あたり） 

告知用動画 

（1 番組あたり） 

① 放送用本番素材記録ＸＤＣＡＭメディア 1 本 1 本 

② クリーンピクチャー収録ＸＤＣＡＭメディ

ア 
1 本 1 本 

③ 番組考査試写用ＤＶＤ－Ｒ 1 本 1 本 

④ 番組編成業務用ＤＶＤ－Ｒ 1 本 ― 

⑤ 放送用台本電子媒体 1 式 ― 

⑥ 広報用写真電子媒体 1 式 1 式 

⑦ 著作権処理業務完了報告書※ 

（紙及び電子媒体） 
1 式 1 式 

⑧ 楽曲使用報告書（紙及び電子媒体）※ 1 式 1 式 

⑨ 出演者から受領した承諾書の原本※ 

（「4. 番組制作業務の具体的内容、手

順」の 5）を参照のこと）。 

1 式 

   ※学園所定の書式で提出すること。 

 

9. 番組制作業務完了の報告 

請負事業者は、業務完了後「番組制作業務完了報告書」を放送部放送管理課に提出すること。 

 



10. 請負代金の請求・支払 

請負事業者は、8及び 9の検査に合格したときは、請負代金を学園に請求する。 

学園は、適法な請求書受理後、40日以内に財務部経理課から支払うものとする。 

 

11. 著作権の帰属等 

1) 制作した番組に関する著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は学園 

に帰属する。 

2) 番組は、学園の著作名義で公表する。 

  なお、制作協力等の表示は、学園の基準によるものとする。 

3) 学園は、番組等及び関連素材を必要により改変して使用することができる。 

4) 上記各項目は、許諾を得た第三者の権利の帰属に影響を及ぼさない。 

 

12. 業務内容の変更等 

1) 本仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、請負事業者の責任において履行す 

 るものとする。 

2) 予期することができない状態の発生など、業務内容を変更せざるを得ない場合には、学園と 

 請負事業者が協議の上で、業務内容を変更することができる。 

3) 業務内容が変更された場合には、請負代金についても協議の上、変更することができる。 

 

13. 安全の確保 

1) 請負事業者は、業務の実施にあたり、請負事業者の従業員を直接指揮命令する者（以下、「現 

場責任者」という。）を必要に応じて 1名以上選任し、任務に当たらせるものとする。 

2) 現場責任者は、業務の実施の過程における安全対策について、請負事業者の従業員およびそ 

 の指揮下にある全てのスタッフの安全確保に十分取り組むとともに、徹底を図る。 

 

14. 業務の再委託等 

1) 請負事業者は、業務の実施にあたり、業務の全部について、一括して第三者に請負わせたり、 

一括して第三者に再委託してはならない。 

2) 業務の一部を第三者に対して、請負わせたり、再委託する場合、請負事業者は、あらかじめ、 

所定の事項について、学園に申請した上で、承認を得なければならない。 

 



別紙 1 

制作する番組・本数・概算所要経費・請負期間 

 

1．生涯学習支援番組 1番組 

No. 分類 題目名 

放送（ネッ

ト配信含

む）期間 

概算所要

経費 

（税込） 

請負期間 

1 
スペシャ

ル講演 

スペシャル講演  

（45分×2本） 

2年 

20回 

2,501.4

千円 

契約締結日～ 

令和 6年 2月 29日 

 

 

２．告知用動画（放送やネット配信等で利用する１分間の告知用動画） 1番組 

No. 題目名 本数 
概算所要経費 

（税込） 

1 スペシャル講演  2本 上記 1に含む 
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番組時間 １0秒以上

１
秒

１秒後
音声開始

１秒以上前
音声終了

タイムコード

エッセンスCUE

映像

冒
頭
映
像
信
号

残し映像

音声１ｃｈ

音声２ｃｈ

音声３ｃｈ

音声４ｃｈ

                *
                *

注１：　
２：　
３：　 タイムコードトラックには、収録開始位置から連続したSMPTEタイムコードを記録すること。
４：　 無音信号とは入力信号を絞りきった（無音の）音声信号が記録された状態をいう。
５：　 番組試写終了後、ＴＤまたは担当者がラウドネスメーター値を番組収録連絡票に記入すること。
６：　 デジタル音声のプリエンファシスは使用しないこと。

７：　 ディスクごとに「ワンクリップ」収録とすること。
８：　 末尾のフィラー音楽開始については、1秒以上音声の空白を挿入すること。

ARIBマルチフォーマットカラーバーは「ARIB STD-B28」に準拠すること。
音声基準信号は、０ＶＵ＝基準量子化値（フルビットから２０ｄB下がった値　－２０ｄBFｓ）とする。

音声基準信号（１ｋHz、０VU）
又は無音信号

規定せず

送出サーバー登録時、09:59:58:00からファイリングするため表示パターンを09:59:58:15まで記録する。

予備SB(ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾞﾚｰｸ)は、１枚のディスクに複数本収録するが、それぞれが独立したファイルに１クリップで基準フォーマット収録する。

音声基準信号（Ｒ）
（１ｋHz、０VU）

番組内容
ステレオ（R)／２カ国（外国語）

音声基準信号（１ｋHz、０VU）
又は無音信号

規定せず

映像基準信号
（ARIBマルチフォーマットCB）

収録表示
パターン

番組内容

音声基準信号（Ｌ）
（１ｋHz、０VU）

番組内容
ステレオ（L)／２カ国（日本語）

　　　　　　　　　　　ＸＤＣＡＭ-ＨＤディスク放送用収録フォーマット   　　　　　　　　　　令和3年4月１日

　　　　　　　　　　　テレビ制作技術基準                     　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 ◇映像：MPEG2　422P@50Mbps　　　　　◇音声：LPCM　48kHz　24bit　8ch　ステレオ

５５秒

SMPTEタイムコード SMPTEタイムコード

◇番組の収録音声レベル    　　・ラウドネスメーター値　-24LKFS±1dB　の範囲内に調整する(ARIB TR-B32/NAB T032)

　　　　　　　  ◇MXFオペレーションパターン　OP1a

1秒15F

番組収録開始位置 番組内容開始位置 番組内容終了位置

（注3）

無音信号

無音信号

無音信号

無音信号

無音信号

無音信号

無音信号

無音信号

（注4）

収録開始点

１０：００：００

１５秒

１３秒１５

９：５８：５０
９：５９：４５

1
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別添 

 

外部制作での完プロ制作における編集ソフトの考慮すべき項目 

 

制作番組の完成品（完プロ番組）を放送大学学園に納入の際は、 

サーバ登録、送出、制作の観点から、下記の編集ソフトウェアを使用

すること。 

 

１．エディウス（GrassValley EDIUS） 

２．プラナス （PRUNUS） 

３．ｱﾋﾞｯﾄﾞﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰ(Avid Medeia Composer） 

  ※書き出し時のエンコーダは「Avid Medi 4.4.」を使用すること 

4．ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｼﾞｯｸ ﾃﾞｻﾞｲﾝ(Davinci Resolve+Main Concept） 

 

 なお、上記以外の編集ソフトウェアを使用する場合は、必ず、

XDCAM ディスクにベースバンド収録して完成品とすること。 

 以上によらない場合は、あらかじめ学園の承諾を得ること。 



（※出演者は現時点の予定であり、変更の可能性がある。 

出演予定者に内容等問い合わせを行うことは厳禁とする。 
    

制作する番組・本数・概算所要経費 

  

担当プロデューサー、ディレクター 

足立圭介 制作部長 

小川浩基 制作部次長 
 

1)番組名(グループ名) 2）個別番組タイトル   

  スペシャル講演   スペシャル講演 

3)放送回数、期間、マルチ展開など 

２年２０回 

 

4）番組尺、本数 

４５分×２本（番組枠 45分：番組本編 44分＋フィラー1分）予定 

5)内容等   

ａ．目的・ねらい 

放送大学が誇る講師陣によるスペシャル講演。退職される先生を中心に、シリーズとして制作・放送し、ベ
テラン教授陣により各分野の興味深い内容が聞けるシリーズとして好評を博している。 
今年度は退職された学習センター所長２名の、アカデミックでかつ内容の濃い講演の模様を伝える。 

ｂ．内容・構成 

○ [ 生きるための情動と感情と行動 ］（安河内 朗 ：前放送大学福岡ＳＣ所長 ） 
あらゆる生物は子孫を繋いでこそ種として生き残れる。その手段は進化と適応である。私たちヒトの存続も例
外ではない。本講義では、人がヒトとしてどのように適応してきたのか、情動と行動の適応システムを中心に解
説する。そこから、現代、あるいは近未来のさまざまな適応上の問題点を考える。 
講義では、生物一般の進化と適応について解説。さらに適応につながる行動が、外界の状況と自己との関係か
ら情動や感情を介した動機づけによって生じる（情動―行動の適応システム）仕組みを解説する。 
ヒトにおける情動―行動の適応システムは、何万年と続いた狩猟採集時代の厳しい環境のもとで生き残るため
に構築されたもので、当時とは全く異なる現代の快適な人工環境のもとではこの適応システムが合理性を発揮で
きない、もしくは不合理となる問題を考える。この適応システムは個人の生き残りだけでなく、種としての存続
を高める社会的きずなをも強化する役目（共感力による互恵的社会の形成）を解説する。 
情報化社会の進展による共感力の低下、それにともなう社会的きずなの脆弱化への危惧について考える。 
全体として、生物としての生存に関わるヒトの適応的機能と近未来の人の生存との関係を考察していく。 
 
○[ 新しいくすり誕生の話 ］（清水 真：前放送大学三重ＳＣ所長 / 三重大学名誉教授） 
病気や怪我は私たちの生活につきもので、人類の歴史と共に医療が発展し、薬の発明・発見が行われてきた。医
学・薬学の観点から見ると、医療と薬が急速に発展したのは、近年の僅か１００年余りの出来事と言っても過
言ではない。薬の開発の歴史の中で、多くの人たちが努力・苦労を重ねて、今日の急激な医薬の発達に繋がっ
ている。本講演では新しい薬の発見・合成を通して新規薬剤開発の重要さ、ならびにおもてにはなかなか出て
来ない、多くの苦労話を再認識して貰えましたら幸いである。 
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ｃ．取材対象   ロケ取材 ： 有    

 ※講師のプロフィール紹介のＶＴＲをロケカメラで撮影 

（＊講演当日、実施会場の 学習センターにおいて撮影予定。福岡ＳＣ・三重ＳＣ） 

ｄ． 出演者など（※キャリアアップ支援認証制度を希望する場合は、担当講師及び客員教員発令の有無も記載） 

  上記の講師２名（安河内 朗 氏：前放送大学福岡ＳＣ所長、清水 真 氏：前放送大学三重ＳＣ所長/三重大学名誉教授） 
6)主体性の確保 

  元放送大学の教授・所長の講演を放送大学として番組にするもので、主体性は確保されている。 
7)制作予定期間  契約締結日 ～ 令和 6年 2月 29日 
8）演出上の特記事項 なし 
9）字幕制作希望     無  
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